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研究成果の概要（和文）：初等・中等教育において哲学教育を推進する方法を研究し、実効的な教育プログラムを構築
することを目標として、以下の研究を行い成果を得た。（1）「子どもの哲学」を中心とする哲学対話教育に関する文
献を調査し、教育プログラムを構想するための基礎資料を整備した。（2）国内外で行われている哲学対話教育を調査
するとともに、研究者・実践者と共同研究することによって、いくつかの教育プログラムを作成した。（3）作成した
教育プログラムを、国内のさまざまな初等・中等学校で実際に試行することによって、その有効性を確認し、改良を加
えた。(4)初等・中等教育における哲学教育の意義について、理論的・実践的観点から理解を深めた。

研究成果の概要（英文）：In this research project, we have aimed to work out the method of promoting philos
ophy education in the primary and secondary education and to construct effective teaching programs, accomp
lishing the following achievements. (1) We have accumulated basic resources for designing teaching program
s of philosophy through surveying the literature on the philosophical dialogue in education. (2) We have w
orked out several teaching programs by referring to existing practices of the philosophical dialogue in sc
hools and making collaborative researches with overseas researchers and practitioners. (3)We have designed
 several teaching programs and tried them in different primary and secondary schools in Japan, convincing 
ourselves of the relevance of the philosophical dialogue in education as well as improving our teaching pr
ograms. (4) We have deepened our understanding of the significance and meaning of teaching philosophy in t
he primary and secondary education.  
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１．研究開始当初の背景 
 20 世紀の終わりごろから、ユネスコ（1995
年パリ会議「哲学にかんする宣言」）に見ら
れるように、哲学教育が高等教育にとどまら
ずあらゆる段階の教育において重要な役割
を果たすという認識が世界的に高まりつつ
あった。それに呼応して初等・中等教育にお
ける哲学教育推進ための研究と実践が世界
中で行われるようになった。なかでも M.リ
ップマン、G. マシューズらによって開拓さ
れた「子どものための哲学(P4C)」から派生
した学齢期の子ども対象の哲学教育方法論
の研究と実践の展開には目覚ましいものが
あった。しかし、日本では、高大連携や高等
学校の公民科倫理教育の観点から哲学教育
を再検討する動きは見られたものの、哲学教
育が社会においてもちうる多様な意義にま
で踏み込んだ研究や初等教育における哲学
教育の研究については、その重要性に見合っ
た取り組みがなされているとは言えない現
状があった。 
もっとも、そのような研究は、日本におい

てまったく行われていなかったわけではな
い。個々の研究者・研究グループのレベルで
は、多彩で先進的な試みが少なからず見られ
た。しかし、残念ながら、それらの試みは単
独で行われ、比較的小規模な研究・実践に留
まり、学界にも社会にも認知されにくいのが
現状であった。そうした多彩な試みの間の連
携・協力体制を築いて研究・実践を展開する
ことによって、初等・中等教育における哲学
教育の多様な意義を明確化し、それを推進す
るための実効性のある具体的な教育プログ
ラムを提示することが課題であるように思
われた。 
 
２．研究の目的 
以上のような現状を踏まえ、すでに多彩に

試みられている初等・中等教育における哲学
教育の試みをつないで連携・協力体制を築き、
初等・中等教育における哲学教育の多様な意
義を明確化し、それを推進するための実効性
のある具体的教育プログラムを提示してい
くことを目的とした。 
 
３．研究の方法 
 上記の目的を達成するため、次の研究方法
をとった。 
（1）研究文献の収集とサーベイ：哲学教育
の意義と方法にかんする最新の研究文献・教
材を収集しサーヴェイし、基礎資料を整備す
る。 
（2）国内外の哲学教育の実践の調査・研究： 
初等・中等教育において実践されている国内
外の哲学教育を観察し、実践者に聞き取り調
査を行い、分析して共同討議の資料とする。
すでに哲学教育を実施している学校から始
め、漸次調査対象を増やしていく。 
（3）共同討議：年に 2～3回の共同討議の場
を設け、分担研究・調査の成果の共有を図る

と同時に、徹底的な討議を通じて哲学教育の
意義と方法にかんする共通理解を形成する
よう努める。討議の場は原則として公開とし、
適宜研究者・実践者を招いてワークショップ
を開催する。 
（4）海外の研究者・実践者との共同研究：
初等・中等教育における哲学教育にかんする
国際学会に参加し意見交換をするとともに、
研究者・実践者を招いて資料の提供を受け、
共同討議、ワークショップを行う。 
（5）具体的教育プログラムの作成と練成：
具体的教育プログラムを試作し、それを学校
現場の協力を得つつ試行することによって
改善し、実効的なプログラムを作成する。 
（6）本研究組織のウェッブ・ページの開設・
運営：研究成果を公表し、研究者および実践
者のネットワークを構築するためにウェッ
ブ・ページを開設・運営する。 
 
４．研究成果 
（1）子どもの哲学関係の文献および教材を
中心に資料収集・サーベイを行い、初等・中
等教育における哲学教育の理論的基盤にか
んする考察のための資料を整備するととも
に、教育の具体的な手法にかんする知見、学
校現場で直接使える教材および教材開発の
ための手がかりを得た。また、M. Lipman: 
Thinking in Education などの基本文献のい
くつかを翻訳し、本研究内部だけでなく広く
研究者・実践者に活用されうる基礎資料を整
備した。 
(2)すでに哲学の授業を実施している国内の
小学校、中学校・高等学校および海外の初
等・中等教育機関（韓国、USA ハワイ州、シ
ンガポール、オーストラリア、ブラジル、ド
イツ）を調査し、またそれに携わる研究者・
実践者を招聘し共同研究を行うことによっ
て、授業の具体的な手法・教材にかんする知
見を得るとともに、国内の初等・中等学校に
おいて哲学教育を実施するさいに配慮すべ
き事柄について知見を得た。また、初等・中
等教育における哲学教育の意義にかんする
理解を深めた。 
(3)本研究専用のウェブページを開設して本
研究の目的と計画とを周知するとともに、共
同研究会の報告、調査・研究の報告、実施授
業の教材を公開して、研究者・実践者の間の
連携・協力体制を広げた。また、哲学教育の
具体的方法を検討するためのメーリングリ
ストを開設し、国内の実践者と資料を共有・
蓄積することに努めた。また、アジア・太平
洋地域の哲学教育ネットワーク（PCYNAP）に
加入して、海外の実践者・研究者と連携する
態勢を整えた。 
(4)以上の成果に基づいて、いくつかの教育
プログラムを作成した（下記の〔図書①〕参
照）。それらはいずれも講義ではなく対話を
主体とする「探求の共同体」の手法を採用し
ている。いずれのプログラムも、授業の環境
づくり、授業の進行方法、教材、教員の役割、



授業の評価などにかんする具体的・実践的な
プランを含む。それらのプログラムを用いて、
国内の小学校、中学校・高等学校で実験授業
を行い、それらのプログラムが実施可能なも
のであること、つまり「哲学のような抽象的
思考は小・中学生には不可能である」という
通説が誤りであり、子どもたちが哲学対話に
参加し、それを楽しむことができることを確
証するとともに、運用上の実際的な問題点を
明らかにし、プログラムの改善を重ねた。そ
の結果、人数の多いクラスでの運用の工夫、
対話形式の授業に慣れていない子どもたち
の参加を促す工夫など、実際的な手法を含む
プログラムに仕上げることができた。 
(5)初等・中等教育における哲学教育の意義
にかんする見解の概略は、次の通りである
（下記の〔雑誌論文②、④、⑥、⑦、⑧〕、〔図
書①、⑤〕参照）。哲学の方法は対話しかな
いがゆえに、自分で考え（自律的思考）かつ
他の人と共に考える（共同的思考）ことを促
し、当たり前とされていることを問い直すが
ゆえに、自他の意見の前提や自己の生や社会
の基盤を問い直し（批判的思考）、よりよい
答えへと修正していく（創造的思考）ことに
促す。あるいは、理由・根拠・前提を問うが
ゆえに、自他の考え方に対する「理」解を促
し、意味・価値・文脈を問うがゆえに、事柄
をより広いコンテキストのなかに位置づけ
て考えることを促す。また、重要だが簡単に
答えの出ない問いを問うがゆえに、答えの出
ない問いを保持し続け（宙づり状態に耐え）、
思考を粘り強く遂行することを促す。このよ
うな哲学対話の特色からは次のことが帰結
する。（比較的）平等で自由な空間を開き、
事柄を自己の生や生活世界に結びつけて考
える（生活統合）ことを促す。以上のような
哲学対話の教育は、さらに、次のような成果
をもたらす。 
①学力の基礎の涵養：共同的探究の作法と技
法を習得すること、言い換えれば「学校知」
と「生活知」の乖離を埋めること、および自
律的・共同的思考の作法と技法を習得するこ
と。 
②市民性の涵養：民主的意思決定の基礎とし
ての熟議の技法と作法、哲学的探求と政治的
決定の兼ねあいを理解すること、言い換えれ
ば、市民社会（コミュニケーションをメディ
アとする生活世界）と政治社会（権力をメデ
ィアとする政治世界）の言論の違いを理解し、
価値観の多様化、科学技術の発達、グローバ
ル化のもたらす新たな問題に対処する市民
の技法（「再帰的近代」を生きる「再帰的主
体」の技法）を習得すること。 
③道徳性の涵養：哲学対話が開く（比較的）
自由で平等な対話空間は、相互人格的な態度、
つまり自他の考え方・感じ方の違いを認めつ
つ自由で平等な人（人格）どうしとして聴き
あい・話しあうことを促す。また、批判的思
考・文脈的思考（生活統合）によって、基本
的な道徳的規範の意味を明確化すること、言

い換えれば、道徳的理由、善悪・正邪の意味
の探求を通じて道徳的規範の意味が明確化
すること。また、これまでの道徳的規範をそ
のままあてはめて考えることのできない、現
代社会が直面する（生命倫理の問題を典型と
する）新しい道徳的問題を解決する技法と作
法を習得すること。以上①～③は哲学教育の
最も基本的な意義であるが、それは、言いか
えれば、世界市民として生きるための基礎的
教養の涵養である。 
④以上の基本的な意義に加え、さらに発展的
な意義も見出された（下記の〔雑誌論文①、
③〕参照）。一つは、各教科教育における哲
学教育の可能性である。哲学教育は独立した
教科としてだけでなく、他の教科とともに、
あるいは他の教科のなかで行われることに
よっていっそう効果を発揮する。もう一つは、
環境教育や持続可能な発展のための教育
(ESD)における可能性である。これは、上記
②、③の点にも関連する。さらに一つは、被
災地の子どもたちなど特定の困難な状況に
直面する子どもたちが、自己をケアするため
の助力として、哲学対話が活用される可能性
である。 
（6）対話を主体とする哲学教育は哲学史を
主体とする伝統的な哲学教育と矛盾するも
のではなく、むしろ両者は相補的に活用され
うるものであることが明らかになった（下記
の〔図書②、③、⑤〕参照）。対話を通じて
自ら哲学的な問いを問い・考える経験を通じ
てはじめて、哲学史上のさまざまな理論や論
争の意味が理解され、また、過去のさまざま
な哲学的理論や論争に触れることによって、
哲学的な対話・思考が誘発される。このこと
は高等学校の公民科倫理教育のあり方を考
えるうえで留意されるべきである。 
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